
項目名 職員提案制度の見直し
大綱要旨 職員提案制度について、①職員一人ひとりが職域を越え、サービスを受ける側の視点を

含めた幅広い視点から市のサービス全般について関心を持ち、考える動機付けを与える
②提案が事務改善、市民サービス向上に役立つ内容であれば、すぐにでも改善に向けて
検討し、実現を図るという改善志向の職場風土の形成を促す③実際の業務改善を促す、
という目的により見直しを行う。

改革内容 市役所業務全般の改善についての提案を庁内LANで募集し、一定の期間を経て、担当課
所室が提案内容に対する現状認識と検討結果等を公表する形式で本年度試行実施してい
る職員提案制度をベースに職員提案制度の本格稼働を行う。

改革効果 業務改善、市民サービス改善に必要な職員の視点、意識の形成を促すとともに、業務改
善に向けて風通しのよい職場環境の形成に寄与する。

実施計画 　年　度 　着手・実施 　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳　細　内　容

14年度
15年度

○実施
１４年度に期間を区切って試行実施した状況を踏まえ、職員提案
制度として本格導入する。

16年度 ※実施状況を踏まえて、必要な改善を加える。

17年度 ※実施状況を踏まえて、必要な改善を加える。


